
１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 4037-6 2026-ｱ-33 山林 1.3593 5.52 スギ・ヒノキ 69 公告日から
20年

令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市加太神武二ノ谷口
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-1

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 浅野　峯子 津市一身田大古曽385

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 6120 2049-ｱ-71 山林 0.3619 1.23 スギ 63 公告日から
20年

令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市加太北在家小出
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-2

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 水野　靖子 四日市市諏訪栄町5-8　ローレルタワーシュロア四日市1005号

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 6118 2049-ｱ-74・75 山林 1.0294 0.04

2 6116 2049-ｱ-82・83 山林 0.2856 0.33

3 6200-6 2049-ｱ-31・32 保安林 3966 1.86 83

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

83

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市加太北在家小出

亀山市加太北在家大洞

面積（ha）

亀山市加太北在家小出
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

スギ・ヒノキ 公告日から
20年

令和28年3月31日

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-3

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 杉野　敏枝 亀山市加太北在家5991番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 6200-5 2049-ｱ-30 保安林 0.3966 1.34 スギ・ヒノキ 59 公告日から
20年

令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市加太北在家大洞
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-4

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 宮本　隆太 津市芸濃町椋本2081-2　グレイスコートⅡ　202号室

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 6202-8 2049-ｱ-37 保安林 0.3966 1.05 スギ・ヒノキ 62 公告日から

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市加太北在家大洞
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

20年
令和28年3月31日

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在 面積（ha）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-5

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 岡元　清郎 東京都世田谷区南烏山2-31-31-320

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 6204-1 2048-ｱ-46 山林 0.6714 1.21 スギ・ヒノキ 58 公告日から
20年

令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市加太北在家椎ノ木平
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-6

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 松尾　美奈子 四日市市石塚町3-32　丸美ロイヤル石塚606号

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 6205-3 山林 0.4958 スギ・ヒノキ 90

2 6205-4 山林 4958 スギ・ヒノキ 90

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市加太北在家椎ノ木平

面積（ha）

亀山市加太北在家椎ノ木平
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

2048-ｱ-50 1.39 公告日から
20年

令和28年3月31日

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-7

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 西方　敬子 津市一身田町302番地21

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 6205-5 2048-ｱ-49 山林 0.9601 1.26 スギ 46 公告日から
20年

令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市加太北在家椎ノ木平
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-8

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 森下　晃吉 亀山市加太中在家7298

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 6436-1 山林 3.1448

2 6436-2 山林 0.687

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2048-ｱ-60 5.1 スギ・ヒノキ 54

所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市加太北在家栗林

面積（ha）

亀山市加太北在家栗林
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考

公告日から
20年

令和28年3月31日

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-9

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 川端　文昭 大阪府吹田市佐竹台一丁目５番10-306

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 7034-2 山林 0.1484

2 7034-3 山林 152

3 7039 2029-ｱ-2 山林 7709 1.05 64

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び
方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市加太中在家向井田

亀山市加太中在家向井田

面積（ha）

亀山市加太中在家向井田
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-10

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 玉田　晃也 鈴鹿市西条一丁目3番6号

20年
令和28年3月31日

2029-ｱ-5 0.37 68
スギ・ヒノキ 公告日から

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収
益（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用
させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理
を行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙
に申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 7048 2029-ｱ-14 保安林 0.7461 0.9 ヒノキ 80

2 8114-4 2029-ｱ-93 保安林 595 1.66 スギ・ヒノキ 75

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市加太中在家石原ヶ谷

面積（ha）

亀山市加太中在家向井田
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考

公告日から
20年

令和28年3月31日

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-11

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 林　守孝　外４名 東京都世田谷区千歳台2-37-3

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 7050 2029-ｱ-10 山林 0.1319 0.69 ヒノキ 103 公告日から
20年
令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市加太中在家向井田
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-12

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 坂　朋幸 亀山市加太中在家6875番地

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 7056 2029-ｱ-6 山林 0.0654 0.11 ヒノキ 59 公告日から
20年

令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市加太中在家向井田
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-13

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 若林　博文 亀山市加太中在家6987番地2

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 7849 2029-ｱ-118・119 山林 1.0254 1.46 スギ 94 公告日から
20年
令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市加太中在家大木原
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-14

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 川北　龍一 京都市伏見区石田大受町20－5

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 7856-2 保安林 0.2184 スギ 57

2 7856-3 保安林 0.0096 スギ 57

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市加太中在家上ノ垣内

公告日から
20年

令和28年3月31日

面積（ha）

亀山市加太中在家上ノ垣内
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考

2029-ｱ-78 0.44

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-15

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 坂　美絵 亀山市加太中在家7977番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 8114-9 保安林 0.1438

2 8114-10 保安林 1441

3 8114-25 2029-ｱ-85 保安林 793 0.21 スギ 66

4 8116 2029-ｱ-110・111 保安林 6462 0.78 ヒノキ 53

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市加太中在家石原ヶ谷

亀山市加太中在家石原ヶ谷

亀山市加太中在家石原ヶ谷

面積（ha）

亀山市加太中在家石原ヶ谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-16

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称）
中沢　薫
中沢　ひろ子

津市垂水2670番地43

2029-ｱ-97・98 1.25

公告日から
20年

令和28年3月31日

スギ・ヒノキ 68

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 8115-2 2029-ｱ-109 保安林 0.0657 0.49 スギ 71 公告日から
20年

令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市加太中在家石原ヶ谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-17

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 中澤　敏孝 亀山市加太中在家7327番地

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 8115-15 保安林 0.0661

2 8115-16 保安林 0.0657

3 8115-17 保安林 0.0657

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市加太中在家石原ヶ谷

亀山市加太中在家石原ヶ谷

面積（ha）

亀山市加太中在家石原ヶ谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-18

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 内田　喜康 津市安濃町内多835番地

20年
令和28年3月31日

2029-ｱ-102 0.65 スギ・ヒノキ 73 公告日から

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 240-1 2067-ｱ-35 山林 0.3835 0.74 ヒノキ 62 公告日から
20年

令和28年3月31日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市関町市瀬権現沖
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 7-19

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 中村　眞人 東京都小平市学園東町2丁目4番35－4号

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 132-1 2124-ｱ-17・18 山林 0.509 2.81 スギ 65 公告日から
20年

令和28年4月30日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、相
手方及び方

法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市関町市瀬上新田
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
　なお、木材の販売収益
から利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭
の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 8-1

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 中嶋　文生 東京都台東区根岸4-1-14

以下余白



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余白



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益
（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実施
権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内にお
いて、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用さ
せることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管理を
行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間事
業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積計
画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に
申し出るものとする。


